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～従業員向けの情報も満載です。　事業所内にて御回覧下さい～

2020. 8 第506号

題名／田園の里（8号）　提供／大波 天久　JIAS日本国際美術家協会会員 【コピー・転載禁止】
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ID・パスワードは 会員ID：1101　パスワード：1005

インターネットセミナー

郡山法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます

http://www.koriyama-hojinkai.or.jp

● 新型コロナウイルスに関するセミナーも視聴できます ●

会員は専用IDとパス
ワードを入れてログ
インする事により多
くのコンテンツが視
聴可能となります。

ログインIDとパスワードを入力してログインしてください

で検索いただけます

ログインID パスワード ログイン

無料 郡山法人会

●●●● ●●●●

600タイトル以上のセミナーが無料で受講できます
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郡山税務署からのお知らせ
税務署ニュース

国税の猶予の詳細はこちら 国税猶予 検　索

　令和元年 東日本台風により納期限が延長されていた国税については、その納期
限が8月31日㈪となっております。
　なお、新型コロナウイルスの影響により収入が減少している方は、8月31日㈪
までに申請していただくことで、納税の猶予が受けられる場合があります。
　詳しくは仙台国税局猶予相談センター又は郡山税務署（徴収担当）にお電話で
ご相談いただくか、国税庁ホームページをご覧ください。

【受付時間】 8:30～17:00（土・日・祝日除く。）

【電話番号】 0120-945-430（仙台国税局猶予相談センター）

 024-932-2154（郡山税務署徴収担当）
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東北税理士会郡山支部
税理士 桑原 雅人

税のミニ通信 令和2年4月1日から始まっている配偶者居住権
　配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた
場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利を言う。
1. 創設の背景
　たとえば、夫の遺産が、居住用の土地建物5,000万円と預貯金5,000万円と
します。子がいる場合、妻の法定相続分は2分の1ですから、法定相続分とおり相
続すると、居住用の土地建物5,000万円を相続したなら、預貯金の相続はなくな
ります。
　このケースで配偶者居住権を設定し、土地建物について、配偶者居住権の価額
2,000万円になるとすれば、配偶者の法定相続分に満たない遺産額として3,000万円の預貯金を取
得することができます。その結果、配偶者は住居と生活資金が確保できます。
 

 
2. 配偶者居住権の成立要件
　①配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していたこと。
　②この建物について配偶者に配偶者居住権を取得される旨の遺産分割又は遺贈（死因贈与を含む）
　　がされたこと。
3. 配偶者居住権の消滅
　　配偶者居住権は、その存続期間の満了をもって及び配偶者が死亡したときに消滅します。
4. 配偶者居住権と小規模宅地等の特例
　取得は配偶者居住権が、特定居住用宅地等に該当するなら、小規模宅地等の特例が適用され、
330㎡まで80％減額した金額が相続財産に算入されます。

（注）配偶者居住権の財産評価については、紙面の関係上、割愛いたします。
 

建物2,000万円

土地3,000万円

預貯金5,000万円
妻が3,000万円

土地所有権
2,000万円

配偶者居住権に基づく
敷地利用権1,000万円

建物所有権
1,000万円

配偶者居住権
1,000万円（注）

子が取得

妻取得

子が取得

妻が取得

子が2,000万円

相続
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発行所　郡山市虎丸町14番2号　公益社団法人郡山法人会　（024-933-7777）　　編集　広報委員会

「第8回 通常総会」開催「第8回 通常総会」開催

第8回 通常総会

新型コロナウイルス中小企業に関連する施策等リンク集 >>>
【リンク先URL】
 http://www.zenkokuhojinkai.or.jp/links/covid19-links.html

　6月12日、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、大幅に縮小し第8回 
通常総会を郡山ビューホテルアネックスで開催した。議事は、令和元年度事業、
令和2年度 事業計画及び収支予算を報告。決議事項では、令和元年度決算承
認について上程し、異議なく承認された。　今年度の主な事業は、中学生の税
に関する作文募集（新規事業）や小学生の税に関する標語・絵はがきコンクー
ル等、租税教育活動のさらなる充実を図るほか、青年部会設立30周年記念式
典などが盛り込まれた。
　また、優良経理担当者表彰、会員拡大功労者表彰、経営者大型保障制度受託会社職員功労者表彰など、各種表
彰受賞者を発表し、受賞を称えた。

各種表彰受賞者は次の通り。（敬称略）
●優良経理担当者表彰
 ●東北ビルハード 株式会社・・・・・・・・渡辺 陽子 ●株式会社 ビッグ東北・・・・・・・・・・・・物江 信行
 ●株式会社 朝日ハウジング・・・・・・・・渡邊 孝子 ●株式会社 バンダイ通信・・・・・・・・・土田 千鶴
 ●郡山運送 株式会社・・・・・・・・・・・・・橋本 知佳子

●会員拡大功労者表彰
 ●福島県商工信用組合・・・・・・・・・・・・・・荒井 一昭 ●株式会社 財経戦略研究所・・・・・・矢部 祥子
 ●大同生命保険㈱ 郡山支社・・・・・・・・石渡 和彦 ●株式会社 クリエイト・・・・・・・・・・・・赤塚 英夫
 ●郡山信用金庫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・長尾 正美

●経営者大型保障制度受託会社職員功労者表彰
 ●大同生命保険㈱ 郡山支社・・・・・山下 光子 ・ 安住 照美

令和元年度

会　　費 22,396

事業収益 22,354

助 成 金 18,417

受取負担金 1,252

雑 収 入 1,566

経常収益計 65,985

事 業 費 61,048

管 理 費 6,404

経常費用計 67,452

当期経常増減額 △ 1,467

法人税等 1,422

一般正味財産期首残高 120,105

一般正味財産期末残高 117,216

正味財産増減計算書
〈平成31年4月1日～令和2年3月31日〉 ［単位］千円〈平成31年4月1日～令和2年3月31日〉

〔資産の部〕 

流動資産 5,929

特定資産 31,955

その固定資産 114,974

資産合計 152,858

〔負債の部〕 

流動負債 3,687

固定負債 31,955

負債合計 35,642

正味財産合計 117,216

負債及び正味財産合計 152,858

貸借対照表
［単位］千円


